
１．優先度「高」として優先評価化学物質相当と判定された物質

614 ５－クロロ－２－（４－クロロフェノキシ）フェノール 4 1 高 ○

２．優先度「中」又は「低」であるが、専門家による詳細評価により優先評価化学物質相当と判定された物質

27083-27-8 ポリヘキサメチレンビグアナイド 4 2 中 ○（人健康影響） ○

84-66-2 ジエチル＝フタラート 4 2 中 ○（人健康影響） ○

74-90-8 シアン化水素 5 1 中 ○（生態影響） ○

３．優先評価化学物質指定の取消がなされた物質のうち、優先度「中」又は「低」であるが、専門家による詳細評価により優先評価化学物質相当と判定された物質

73
４，４’－ジアミノ－３，３’－ジクロロジフェニルメタン（別名４，４’－メチレン
ビス（２－クロロアニリン））

5 1 中 ○（人健康影響） ○

79
ビシクロ［２．２．１］ヘプタン－２，５（又は２，６）－ジイル＝ジシアニドの混
合物

5 2 中 ○（人健康影響） ○
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優先評価化学物質相当と判定された物質一覧（令和元年11月22日）
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